
　　

 

は
じ
め
に

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
医
療
制
度
と
政
策
動
向
に
つ
い

て
、
２
０
１
８
年
10
月
か
ら
19
年
９
月
に
か
け
て
、
本

誌
に
連
載
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
（
第
４
６
３

～
４
７
４
号
）。
そ
の
後
の
ア
メ
リ
カ
医
療
の
動
向
に
つ

い
て
も
、
新
た
に
小
論
を
掲
載
し
て
い
た
だ
く
機
会
を

得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
の
で
、
コ
ロ
ナ
禍
や
大
統
領

選
挙
に
も
留
意
し
つ
つ
、
ア
メ
リ
カ
の
医
療
政
策
動
向

を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
、
ア
メ
リ
カ
で

猛
威
を
振
る
う
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況

と
、
そ
の
対
策
と
し
て
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
打
ち
出
し
た

一
連
の
経
済
対
策
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

 

コ
ロ
ナ
禍
の
ア
メ
リ
カ
経
済
へ
の
影
響

　

ま
ず
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
状
況
と
経
済
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
概
観

し
て
み
ま
す
。
疾
病
予
防
管
理
セ
ン
タ
ー
の
集
計
に
よ

れ
ば
、
２
０
２
０
年
６
月
24
日
時
点
で
の
感
染
者
数
は

２
３
３
万
６
６
１
５
人
で
、
死
亡
者
数
は
12
万
１
１
１

７
人
と
な
っ
て
い
ま
す
。
同
日
の
世
界
保
健
機
関
の
推

計
で
は
、
全
世
界
の
総
患
者
数
９
１
２
万
９
１
４
６
人
、

死
亡
者
数
47
万
３
７
９
７
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ

リ
カ
は
全
世
界
の
患
者
数
の
25
・
６
％
、
ま
た
死
亡
者

数
の
25
・
６
％
を
占
め
る
こ
と
に
な
り
、
ま
さ
に
今
回

の
世
界
的
大
流
行
（
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
）
で
最
も
大
き
な

被
害
を
受
け
て
い
る
国
と
言
え
ま
す
（1）

。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、
公
衆
衛
生
上
の

問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ひ
ろ
く
ア
メ
リ
カ
経
済
に
も
大

き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
代
表
的
な

経
済
指
標
と
し
て
、雇
用
統
計
と
実
質
国
内
総
生
産（
Ｇ

Ｄ
Ｐ
）
を
取
り
上
げ
ま
す
。
労
働
省
労
働
統
計
局
が
公

表
し
た
雇
用
統
計
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
で
コ
ロ
ナ
禍

が
本
格
化
し
た
２
０
２
０
年
３
月
か
ら
４
月
に
か
け
て
、

事
業
所
ベ
ー
ス
で
み
た
雇
用
者
数
（
非
農
業
部
門
）
は

わ
ず
か
ひ
と
月
で
２
０
６
８
万
７
０
０
０
人
も
の
大
幅

な
減
少
を
み
せ
、
失
業
率
（
16
歳
以
上
）
も
４
・
４
％

か
ら
14
・
７
％
へ
と
10
・
３
ポ
イ
ン
ト
も
悪
化
し
ま
し

た
。
た
だ
し
、
い
く
つ
か
の
予
測
で
は
失
業
者
数
・
失

業
率
と
も
に
さ
ら
に
悪
化
す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い

た
も
の
の
、
５
月
の
統
計
で
は
雇
用
者
数
は
２
５
０
万

９
０
０
０
人
の
増
加
と
な
り
、
失
業
率
も
13
・
３
％
へ

と
１
・
４
ポ
イ
ン
ト
の
改
善
を
み
て
い
ま
す
（2）

。

　

次
に
、
商
務
省
経
済
分
析
局
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
２

０
２
０
年
度
第
１
四
半
期
（
１
―
３
月
）
の
実
質
Ｇ
Ｄ

Ｐ
成
長
率
は
マ
イ
ナ
ス
５
％
と
な
り
、
前
期
（
２
０
１

９
年
10
―
12
月
）
の
２
・
１
％
か
ら
急
落
し
ま
し
た
。

２
０
０
８
年
秋
の
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
（
マ
イ
ナ
ス

８
・
４
％
）
以
来
の
落
ち
込
み
で
す
。
と
く
に
、
ア
メ

リ
カ
経
済
を
け
ん
引
す
る
個
人
消
費
が
マ
イ
ナ
ス
６
・

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
ト
ラ
ン
プ
政
権

―
経
済
対
策
立
法
を
中
心
に
―
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８
％
と
大
幅
に
低
下
し
、
な
か
で
も
サ
ー
ビ
ス
支
出
が

前
期
比
で
マ
イ
ナ
ス
９
・
７
％
を
記
録
し
た
こ
と
が
大

き
く
影
響
し
て
い
ま
す
。
家
計
の
サ
ー
ビ
ス
支
出
が
Ｇ

Ｄ
Ｐ
の
成
長
率
に
ど
の
程
度
寄
与
し
た
か
に
着
目
す
る

と
、
保
健
医
療
は
マ
イ
ナ
ス
２
・
15
（
Ｇ
Ｄ
Ｐ
を
２
・

15
％
引
き
下
げ
）
で
あ
り
、
飲
食
・
宿
泊
業
（
マ
イ
ナ

ス
１
・
70
）、
娯
楽
業
（
マ
イ
ナ
ス
１
・
07
）
を
上
回
っ

て
い
ま
す
（3）

。
つ
ま
り
、
コ
ロ
ナ
禍
で
保
健
医
療
に
対

す
る
支
出
が
急
減
―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
以

外
の
患
者
の
受
診
や
手
術
が
減
少
―
し
た
結
果
、
医
療

機
関
や
関
連
産
業
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
経
済
全
体

に
も
深
刻
な
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
す
。
医

療
と
国
内
経
済
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
が
、
コ
ロ
ナ
禍

に
よ
っ
て
図
ら
ず
も
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
格
好
で
す
。

　

 

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
経
済
対
策

　

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
急
激
な
景
気
後
退
に
対
し
て
、
当

初
は
楽
観
視
し
て
い
た
ト
ラ
ン
プ
政
権
も
、
３
月
に
な

る
と
危
機
感
を
募
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
、
共
和
党
が
主

導
す
る
議
会
に
お
い
て
矢
継
ぎ
早
に
経
済
対
策
法
案
が

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
３
月
６
日
に
成
立
し
た
「
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
補
正
予
算
法
」（
Ｃ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ａ
Ａ
法
）

を
皮
切
り
に
、
同
18
日
に
「
家
族
フ
ァ
ー
ス
ト
・
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
法
」（
Ｆ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
Ａ
法
）
が
、
同
27

日
に
は
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
支
援
・
救
済
・
経
済
保
障

法
」（
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
）、
そ
し
て
４
月
24
日
に
は
「
給

与
保
護
・
ヘ
ル
ス
ケ
ア
充
実
法
」（
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｈ
Ｃ
Ｅ
Ａ

法
）
が
成
立
し
ま
し
た
（4）

（
表
１
）。

　

各
法
の
概
要
を
み
る
と
、
第
１
弾
の
Ｃ
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ａ
Ａ

法
で
は
主
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対

す
る
ワ
ク
チ
ン
開
発
や
検
査
・
治
療
法
に
関
す
る
研
究

開
発
の
助
成
を
目
的
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
第
２
弾

の
Ｆ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
Ａ
法
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

表１　新型コロナウイルス感染症に対する経済対策の概要

法の概要

CPRSAA法 ・新型コロナウイルス感染症のワクチンや検査・治療法の研究開発
・諸外国の支援など

FFCRA法

・CPRSAA法の拡充（医療機関等への支援など）
・栄養プログラムの拡充（就労要件の免除や学校給食への補助など）
・企業（従業員数500人未満）に対して有給休暇・病気有給休暇を義務付け
・有給休暇者（病気を含む）への賃金支払に対する税額控除の適用
・失業保険信託基金（運営は州政府）に対する連邦補助金の増額
・保健医療分野への支出
　①民間医療保険への規制（患者の負担軽減）
　②メディケア・メディケイド患者の負担軽減
　③メディケイドの連邦補助率を6.2%引き上げ
　④その他の連邦制度（軍人・退役軍人・先住民族等）の患者負担軽減

CARES法

・保健医療分野への支出（後述の表２を参照）
・労働者や中小企業に対する幅広い経済的支援
　①給食や栄養支援プログラムの拡充
　②失業保険給付の拡充（週当たり600ドルの上乗せ等）
　③還付可能税額控除（現金給付）の提供（大人1200ドル、子ども500ドル）
　④個人に対する減税（医療貯蓄口座の拡大など）
　⑤学生支援（連邦学生ローンの支払猶予等）
　⑥法人減税（社会保険税支払猶予、営業損失と課税所得の相殺拡大等）
　⑦航空業界等に対する直接融資・融資保証・補助金制度
　⑧中小企業対象の給与保証プログラム（PPP）の創設
　⑨経済的損害災害プログラムへの拠出
　⑩州・地方政府に対する支援
　⑪その他の連邦政府部局（連邦緊急事態管理局等）への追加予算

PPPHCEA法
・給与保証プログラムへの予算追加
・経済的損害災害融資プログラムの予算追加
・医療機関の費用負担や収入源に対する補助

出所）注４〜６に記載した条文や各種資料に基づき筆者作成
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症
患
者
に
お
け
る
患
者
負
担
の
無
料
化
を
柱
と
す
る
患

者
支
援
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
加
え
、
有
給
休
暇
・
病

気
有
給
休
暇
制
度
や
失
業
保
険
制
度
の
拡
充
な
ど
、
コ

ロ
ナ
禍
に
苦
し
む
労
働
者
を
ひ
ろ
く
保
護
す
る
た
め
の

対
策
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
じ
つ
は
ア
メ
リ
カ
で
は
、

日
本
と
は
異
な
り
、
病
気
の
場
合
も
含
め
て
有
給
休
暇

が
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
（
一
部
の
州
で

の
み
法
制
化
）。
そ
こ
で
Ｆ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
Ａ
法
は
、
従
業
員

数
５
０
０
名
未
満
の
企
業
に
対
し
て
有
給
休
暇
の
付
与

を
義
務
づ
け
る
と
と
も
に
、
休
業
中
の
労
働
者
に
支

払
っ
た
賃
金
の
全
額
を
税
額
控
除
の
対
象
と
す
る
こ
と

で
、
中
小
企
業
で
働
く
労
働
者
を
保
護
す
る
仕
組
み
を

整
え
ま
し
た
（
た
だ
し
50
人
未
満
の
企
業
で
は
適
用
が

除
外
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
）。

　

第
３
弾
の
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
は
、
Ｆ
Ｆ
Ｃ
Ｒ
Ａ
法
に
よ

る
患
者
支
援
と
労
働
者
保
護
を
さ
ら
に
拡
充
し
、
学

生
支
援
や
航
空
産
業
な
ど
の
支
援
も
加
え
た
ほ
か
、
日

本
で
も
大
き
く
注
目
さ
れ
た
現
金
給
付
（
正
確
に
は
還

付
可
能
な
税
額
控
除 refundable tax credit

）
を

実
施
し
ま
し
た
（
な
お
、
ア
メ
リ
カ
で
は
所
得
制
限
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
）。
ま
た
、
中
小
企
業
と
そ
の
労

働
者
を
支
援
す
る
仕
組
み
と
し
て
、
８
週
間
分
の
賃
金

等
を
補
助
す
る
給
与
保
証
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Paycheck 

Protection Program

：
Ｐ
Ｐ
Ｐ
）
を
新
設
し
、
経

済
的
損
害
災
害
融
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Econom

ic Injury 
Disaster Loan Program

）
も
活
用
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。
た
だ
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
は
Ｐ
Ｐ
Ｐ
の
た
め
に

３
４
９
０
億
ド
ル
も
の
予
算
を
組
ん
だ
も
の
の
、
申
請

が
殺
到
し
た
た
め
早
く
も
４
月
中
旬
に
は
財
源
が
枯
渇

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
と
議

会
共
和
党
は
、
第
４
弾
の
経
済
対
策
で
あ
る
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｈ

Ｃ
Ｅ
Ａ
法
を
成
立
さ
せ
、
Ｐ
Ｐ
Ｐ
に
３
２
１
０
億
ド
ル
、

ま
た
損
害
災
害
融
資
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
６
２
０
億
ド
ル
の

予
算
を
追
加
し
ま
し
た
（5）

。

　

以
上
述
べ
た
一
連
の
大
型
経
済
対
策
法
の
予
算
規
模

は
、
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
議
会
予
算
局
の
試

算
に
よ
れ
ば
、
一
連
の
経
済
対
策
に
よ
っ
て
増
大
す
る

連
邦
政
府
の
財
政
赤
字
は
、
裁
量
的
経
費
（
議
会
が
毎

年
予
算
額
を
決
定
で
き
る
経
費
）、
義
務
的
経
費
（
支

出
が
義
務
付
け
ら
れ
る
経
費
）、
そ
し
て
減
税
等
に
よ

る
歳
入
減
を
合
わ
せ
て
、
向
こ
う
10
年
間
に
わ
た
り
総

額
で
２
兆
４
０
４
０
億
ド
ル
に
も
達
し
ま
す
（6）

。
ア
メ

リ
カ
の
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
21
兆
５
３
４
９
億
ド
ル
（
２
０
２
０

年
第
１
四
半
期
）
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
今
回
の

経
済
対
策
は
、
経
済
規
模
の
10
％
に
も
匹
敵
す
る
巨
額

の
財
政
支
出
を
伴
う
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
財
政

支
出
が
マ
ク
ロ
経
済
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か

に
つ
い
て
、
今
後
の
分
析
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

　

 

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
に
お
け
る
医
療
関
連
支
出

　

最
後
に
、
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
に
お
け
る
医
療
関
連
支
出

に
注
目
し
ま
し
ょ
う
（
表
２
）。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
で
は
、

①
医
学
研
究
開
発
関
連
、
②
公
的
医
療
保
険
で
あ
る
メ

デ
ィ
ケ
ア
・
メ
デ
ィ
ケ
イ
ド
・
小
児
医
療
保
険
、
③
そ

の
他
の
保
健
福
祉
省
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
対
す
る
項
目
が
、

予
算
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

①
の
医
学
研
究
開
発
関
連
で
は
、と
く
に
大
き
な
費
目

と
し
て
、「
公
衆
衛
生
お
よ
び
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
サ
ー
ビ
ス
緊

急
基
金
」（Public H

ealth and Social Services 
Em

ergency Fund

：
Ｐ
Ｈ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｆ
）
に
対
す
る

１
２
７
０
億
ド
ル
の
連
邦
資
金
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
Ｐ

Ｈ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｆ
基
金
は
、元
々
は
２
０
０
６
年
の
ハ
リ
ケ
ー

ン
・
カ
ト
リ
ー
ナ
の
被
害
を
受
け
て
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
時

代
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
は
、
同
基
金

に
新
た
に
「
医
療
提
供
者
救
済
基
金
」（CA

RES A
ct 

Provider Relief Fund

：
Ｐ
Ｒ
Ｆ
）
を
設
け
、
そ
こ

に
１
０
０
０
億
ド
ル
を
充
当
し
ま
し
た
。
Ｐ
Ｒ
Ｆ
基
金

で
は
、
医
療
機
関
に
お
け
る
「
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
起

因
す
る
医
療
費
の
増
加
や
収
入
の
減
少
」
に
つ
い
て
補

助
を
行
う
と
し
て
い
ま
す
（
交
付
の
対
象
や
適
用
条
件

な
ど
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
調
査
し
た
い

と
思
い
ま
す
）。
ま
た
、
第
４
弾
の
Ｐ
Ｐ
Ｐ
Ｈ
Ｃ
Ｅ
Ａ
法
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は
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
Ｓ
Ｅ
Ｆ
基
金
に
１
０
０
０
億
ド
ル
を
追
加

し
、
う
ち
７
５
０
億
ド
ル
を
Ｐ
Ｒ
Ｆ
基
金
に
充
て
た
た

め
、
Ｐ
Ｒ
Ｆ
基
金
の
総
額
は
１
７
５
０
億
ド
ル
と
な
り

ま
す
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
一
連
の
経
済
対
策
立
法
に
お

い
て
、
医
療
機
関
を
支
援
す
る
た
め
に
19
兆
円
規
模
も

⑴ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/cases-in-us.html, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019（いずれも2020年6月25日最終アクセス。以下、同じ）

⑵ https://www.bls.gov/news.release/pdf/empsit.pdf

⑶ https://www.bea.gov/sites/default/files/2020-05/gdp1q20_2nd_0.pdf

⑷ Coronavirus Preparedness and Response Supplemental Appropriations Act, Pub. L. 116-123, Families First Coronavirus Response 
Act, Pub. L. 116-127, Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act, Pub. L. 116-136, Paycheck Protection and Health Care 
Enhancement Act, Pub. L. 116-139

⑸ 経済対策立法の概要については、カイザー・ファミリー財団のレポートも参照。
①CPRSAA法（https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-u-s-response-to-coronavirus-summary-of-the-coronavirus-

preparedness-and-response-supplemental-appropriations-act-2020）,
②FFCRA法（https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-families-first-coronavirus-response-act-summary-of-key-

provisions/）
③CARES法（https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-coronavirus-aid-relief-and-economic-security-act-summary-of-

key-health-provisions/）
④PPPHCEA法（https://www.kff.org/coronavirus-covid-19/issue-brief/the-paycheck-protection-program-and-health-care-

enhancement-act-summary-of-key-health-provisions/）

⑹ Congressional Budget Office （2020）. The Budgetary Effects of Laws Enhanced in Response to the 2020 Coronavirus Pandemic, 
March and April 2000. https://www.cbo.gov/publication/56403

⑺ Schulte, F. “COVID-19 Bonanza: Stimulus Hands Health Industry Billions Not Directly Related To Pandemic”, Kaiser Health News, 
March 30, 2020 （https://khn.org/news/covid-19-bonanza-stimulus-hands-health-industry-billions-not-directly-related-to-pandemic/）, 
二木立「二木教授の医療時評その180　コロナ感染爆発のアメリカの大統領選挙と医療政策への影響を複眼的に予測する」『文化連
情報』507号、2020年6月、12－16頁。

の
基
金
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
は
、
特
筆

す
べ
き
こ
と
か
と
思
い
ま
す
。

　

②
の
メ
デ
ィ
ケ
ア
・
メ
デ
ィ
ケ
イ

ド
・
小
児
医
療
保
険
関
連
に
つ
い
て
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の

自
己
負
担
免
除
に
係
る
連
邦
補
助
が
主

な
予
算
項
目
で
す
が
、
③
の
そ
の
他
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
も
含
め
て
、
貧
困
者
の
診

療
を
手
掛
け
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
・

プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
な
ど
に
対
す
る
連
邦
補

助
の
拡
充
や
、
医
療
従
事
者
不
足
地
域

に
お
け
る
対
策
に
つ
い
て
も
予
算
が
組

ま
れ
て
い
ま
す
。

　

Ｃ
Ａ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
法
に
お
け
る
医
療
関
連

支
出
は
、
保
健
福
祉
省
関
連
だ
け
で
も

連
邦
財
政
ベ
ー
ス
で
１
７
２
１
億
ド
ル

に
達
し
て
お
り
、
そ
の
適
用
条
件
や
使

い
道
の
観
点
か
ら
、
医
療
機
関
や
医

療
関
連
産
業
に
と
っ
て
「
大
幸
運
」

（bonanza

）
と
評
す
る
報
道
も
あ
り
ま
す
（7）

。

今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
と
ト
ラ

ン
プ
政
権
の
経
済
対
策
が
医
療
機
関
に
及
ぼ
す

影
響
に
つ
い
て
は
、
次
回
以
降
で
考
察
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

表２　CARES法における医療関連支出の概要
① 医学研究開発関連（義務的経費）

・PHSSEF基金1）に1270億ドル（うち1000億ドルはPRF基金2）に拠出）
・保健福祉省に130億ドル（疾病予防管理センターや国立衛生研究所など）
・国防総省に100億ドル、退役軍人庁に190億ドル

② メディケア・メディケイド・小児医療保険（義務的経費）

・メディケアの定率負担削減（新型コロナウイルス感染症患者が対象）
・メディケア入院患者に対する診療報酬の増額（同上）
・連邦メディケア支出の削減措置を2020年12月まで停止、2030年まで期間延長
・ポスト急性期ケアの提供に係るメディケア給付のルール変更
・メディケイドDSH3）削減スケジュールの延期

③ その他保健福祉省のプログラム（義務的経費）

・コミュニティ・ヘルスセンターや医師不足対策に対する連邦補助の拡充
・コミュニティ・メンタル・ヘルスサービス試行プロジェクトを２年間延長

1）Public Health and Social Services Emergency Fund
2）Provider Relief Fund（CARES法によりPHSSEF基金内に新設）
3）Disproportionate Share Hospital payment
出所）表１に同じ
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